
は
じ
め
に

貴
船
神
社
は
今
日
「
貴
船
」
と
漢
字
表
記
さ
れ
て
い
る
が
、
古
い
文
献
で

は
「
貴
布
禰
（
祢
）」
と
書
か
れ
る
こ
と
も
多
い
。「
禰
」
が
正
字
で
「
祢
」

は
俗
字
で
あ
る
が
、
諸
書
で
は
「
祢
」
字
の
ほ
う
が
多
用
さ
れ
て
い
る
。
ま

た
、
神
社
名
は
今
日
「
き
ふ
ね
」
と
「
ふ
」
を
濁
ら
ず
に
発
音
す
る
の
が
正

式
で
あ
る
が
、
地
名
と
し
て
は
「
き
ぶ
ね
」
と
濁
っ
て
呼
ぶ
の
が
一
般
的
で

あ
る
。
表
記
、
音
韻
と
も
に
ど
れ
が
正
し
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、

「
貴
布
禰
」
と
は
ど
う
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
は
「
貴
船＝
貴
布
禰
」

の
表
記
・
音
韻
・
語
義
に
つ
い
て
の
基
礎
的
考
察
で
あ
る
。
因
み
に
、
文
献

に
現
れ
る
名
称
と
し
て
は
神
社
名
の
ほ
う
が
古
い
の
で
、
本
稿
で
は
神
社
名

を
地
名
よ
り
も
優
先
さ
せ
る
こ
と
と
す
る
。

結
論
を
先
に
述
べ
る
。
平
安
時
代
前
期
に
当
該
神
社
は
「
き
ふ
ね
」
と

「
ふ
」
が
清
音
で
呼
ば
れ
て
い
て
「
貴
布
禰
（
祢
）」
と
万
葉
仮
名
で
表
記
さ

れ
た
が
、
平
安
中
期
以
降
に
後
接
の
「
ふ
ね
」
が
「
船
」
と
解
釈
さ
れ
て

「
貴
船
」
と
書
か
れ
、「
き
ぶ
ね
」
と
連
濁
し
て
読
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

千
年
の
長
き
に
わ
た
っ
て
神
社
名
と
地
名
は
濁
音
で
呼
ば
れ
て
き
た
が
、
平

成
に
な
っ
て
、
先
代
宮
司
の
高
井
和
大
氏
が
神
社
名
に
限
っ
て
清
音
の
「
き

ふ
ね
」
と
す
る
と
お
決
め
に
な
っ
た
。
前
宮
司
の
英
断
の
結
果
、
神
社
名
は

古
代
の
本
来
の
音
韻
に
戻
っ
た
こ
と
に
な
る
。「
き
ふ
ね
」
の
語
義
を
特
定

す
る
こ
と
は
難
し
い
が
、「
木
生
根＝

木
々
が
生
え
る
場
所
」
が
妥
当
で
あ

ろ
う
。「
気
が
生
じ
る
場
所
（
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
）」
と
い
う
説
は
魅
力
的
で

は
あ
る
が
証
明
し
に
く
い
。
通
説
の
「
黄
船
」
語
源
説
は
創
建
神
話
と
深
い

関
わ
り
が
あ
る
も
の
で
あ
る
が
、
神
話
の
成
立
時
期
が
不
明
で
あ
り
、
多
く

の
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。

本
稿
で
は
、「
き
ふ
ね
」
の
正
し
い
呼
び
方
、
お
よ
び
意
味
を
考
察
す
る

た
め
に
、
ま
ず
漢
字
表
記
の
歴
史
を
確
認
し
、
次
い
で
「
ふ
」
音
の
清
濁
に

つ
い
て
考
察
し
、
最
後
に
語
義
に
言
及
し
た
い
。

「
貴
船
」
音
義
考

│
│
キ
フ
ネ
か
、
キ
ブ
ネ
か
│
│
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第
１
節

神
社
名
の
表
記

貴
船
神
社
の
表
記
が
公
的
に
「
貴
船
」
と
定
め
ら
れ
た
の
は
、
明
治
四
年

五
月
一
四
日
付
の
「
太
政
官
布
告

第
三
四
五
」
の
「
官
幣
中
社
」
項
に
よ

（
�
）る。
そ
れ
以
前
、
神
社
名
の
表
記
は
特
定
さ
れ
て
お
ら
ず
「
貴
布
祢
」「
木

船
」「
黄
舟
」「
黄
生
根
」「
気
生
根
」
な
ど
、
多
様
な
用
字
が
存
在
し
て
い

た
。本

節
で
は
、
神
社
名
の
表
記
を
史
料
の
成
立
順
に
列
挙
す
る
。「
表
記
」

（
記
載
年
の
西
暦
を
半
角
数
字
で
）：

『
資
料
名
』
記
載
年
月
日
（
も
し
く
は

史
料
の
成
立
年
）
の
順
に
記
し
た
。
同
一
史
料
に
同
一
表
記
で
複
数
記
録
さ

れ
て
い
る
場
合
、
最
古
の
事
例
の
み
を
掲
げ
た
。
検
索
に
は
、
①
『
日
本
後

紀
・
続
日
本
後
紀
・
日
本
文
徳
天
皇
実
録
索
引
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六

五
年
）、
②
東
京
大
学
「
古
記
録
フ
ル
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
検
索
機

能
（tokyo-u.ac.jp/

）
を
用
い
た
。

【
資
料
１
】
古
代
日
本
の
文
献
に
お
け
る
「
き
ふ
ね
」
表
記
の
一
覧
（
一
部
）

貴
布
禰
（818

）：

『
日
本
紀
略
』
弘
仁
九
年
七
月
丙
申
条
（『
日
本
後
紀
』

相
当
部
分
）

貴
布
禰
（819

）：

『
日
本
紀
略
』
弘
仁
一
〇
年
八
月
癸
酉
条
（『
日
本
後
紀
』

相
当
部
分
）

貴
布
祢
（833

）：

『
続
日
本
後
紀
』
天
長
一
〇
年
七
月
壬
午
条

貴
布
祢
（836

）：

『
続
日
本
後
紀
』
承
和
三
年
閏
五
月
丁
酉
条

貴
布
祢
（852

）：

『
日
本
文
徳
天
皇
実
録
』
仁
寿
二
年
七
月
乙
亥
条

貴
布
祢
（858

）：

『
日
本
文
徳
天
皇
実
録
』
天
安
二
年
七
月
辛
未
条

貴
布
禰
（912

）：

『
西
宮
記
』
延
喜
一
二
年
七
月
己
酉
条

貴
布
祢
（927

）：

『
延
喜
式
』
巻
九
・
愛
宕
郡
二
十
一
座
（
い
わ
ゆ
る
「
延

喜
式
神
名
帳
」）

貴
布
禰
（939

）：

『
本
朝
世
紀
』
天
慶
二
年
六
月
二
日

貴
布
祢
（946

）：

『
貞
信
公
記
』
天
慶
九
年
六
月
一
六
日
条

貴
布
祢
（948

）：

『
類
聚
符
宣
抄
』
巻
三
・
天
暦
二
年
五
月
七
日
条

貴
布
祢
（987

）：

『
小
右
記
』
永
延
元
年
五
月
二
一
日
条

貴
船

（1005

）：

『
御
堂
関
白
記
』
寛
弘
二
年
八
月
五
日
条

貴
船

（1026

）：

『
栄
花
物
語
』
巻
二
七
「
こ
ろ
も
の
た
ま
」
万
寿
三
年

貴
布
禰
（1046

）：

『
百
錬
抄
』
永
承
元
年
七
月
二
五
日
条

貴
布
祢
（1086

）：

『
後
拾
遺
和
歌
集
』
巻
二
十
・
一
一
六
二
番
歌
の
詞
書

（
歌
集
成
立
が
一
〇
八
六
年
）

貴
船

（1086

）：

『
後
拾
遺
和
歌
集
』
巻
二
十
・
一
一
六
三
番
歌
の
左
注

貴
布
禰
（1092

）：

『
中
右
記
』
寛
治
六
年
八
月
二
五
日
条

以
上
、
神
社
名
の
表
記
を
時
代
順
に
列
挙
し
た
が
、
神
社
名
を
記
す
最
古

の
文
献
は
『
日
本
紀
略
』
の
「
日
本
後
紀
」
相
当
部
分
で
あ
る
。
各
種
史
料

に
お
け
る
表
記
と
し
て
は
圧
倒
的
に
「
貴
布
禰
（
祢
）」
と
い
う
３
字
表
記

が
多
い
。「
貴
船
」
の
２
字
表
記
は
平
安
中
期
に
ま
で
下
る
こ
と
に
な
る
。

奈
良
時
代
、
和
銅
六
年
（
七
一
三
）
の
い
わ
ゆ
る
「
風
土
記
撰
進
の
詔
」

で
、
元
明
天
皇
は
各
国
の
郡
郷
の
名
に
「
好
字
」
を
付
け
る
よ
う
に
命
じ
た

が
、『
出
雲
国
風
土
記
』
や
「
延
喜
式
神
名
帳
」
な
ど
を
見
て
も
神
社
名
に

ま
で
好
字
二
字
が
適
用
さ
れ
た
と
は
言
え
な
い
。「
き
ふ
ね
」
が
奈
良
時
代

四
〇



に
「
聖
地
」
と
し
て
認
知
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
表
記
は
漢
字
二
字

表
記
に
特
定
さ
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
そ
も
そ
も
当
該
神
社
名
が
漢
字

表
記
さ
れ
た
上
代
の
記
録
が
な
い
。

伝
本
の
問
題
が
あ
る
の
で
一
概
に
は
言
え
な
い
が
、
確
認
で
き
た
史
料
の

な
か
で
「
船
・
舟
」
の
漢
字
を
用
い
た
最
初
の
資
料
は
藤
原
道
長
の
『
御
堂

関
白
記
』
で
あ
り
、
歴
史
物
語
・
和
歌
集
が
そ
れ
に
続
く
形
と
な
る
。
平
安

中
期
の
文
献
に
な
っ
て
初
め
て
「
船
」
表
記
が
登
場
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ

る
。で

は
、「
貴
布
禰
」
と
表
記
さ
れ
た
神
社
の
名
は
「
キ
フ
ネ
」
と
読
ま
れ

た
の
か
、「
キ
ブ
ネ
」
と
読
ま
れ
た
の
か
。
次
節
で
は
、「
布
」
の
読
み
方
を

中
心
に
、
古
文
献
に
お
け
る
「
貴
布
禰
」
の
読
み
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た

い
。

第
２
節

万
葉
仮
名
し
て
の
「
貴
布
禰
」

今
日
、
貴
船
神
社
は
「
き
ふ
ね
」
と
、「
ふ
」
を
濁
ら
ず
に
発
音
す
る
こ

と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
前
宮
司
「
高
井
和
大
」
氏
が
お
決
め
に
な
っ
た

こ
と
で
あ
る
。
一
九
九
二
（
平
成
四
）
年
四
月
、
貴
船
神
社
宮
司
と
な
っ
た

高
井
氏
が
、
宮
司
就
任
の
記
帳
の
た
め
に
宮
内
庁
に
赴
い
た
際
、
時
の
天
皇

陛
下
（
上
皇
陛
下
。
令
和
四
年
現
在
）
か
ら
の
「
貴
船
は
、
き
ふ
ね
、
き
ぶ

ね
、
の
ど
ち
ら
の
読
み
が
正
し
い
の
か
」
と
い
う
御
下
問
を
宮
内
庁
御
用
掛

の
方
か
ら
受
け
、
後
日
「
水
の
神
な
の
で
濁
り
を
嫌
い
、
神
社
名
は
「
き
ふ

ね
」
と
濁
ら
ず
に
読
む
」
と
お
答
え
し
た
と
い
う
（
二
〇
一
九
（
平
成
三

（
�
）

一
）
年
三
月
九
日
、
宮
司
よ
り
直
接
伺
う
）。
そ
れ
以
来
、
社
名
は
「
き
ふ

ね
」
と
、「
ふ
」
を
清
音
で
読
む
の
が
正
式
で
あ
る
。
日
本
に
は
水
に
関
わ

（
�
）

る
者
が
言
葉
の
上
で
も
濁
り
を
嫌
う
伝
統
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
一
九
九
二

年
以
前
、
当
該
神
社
に
は
「
き
ぶ
ね
」
と
「
き
ふ
ね
」
の
二
種
類
の
読
み
方

が
あ
っ
て
、
正
式
に
は
決
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
。

前
節
で
確
認
し
た
通
り
、
当
該
神
社
は
平
安
前
期
以
前
に
は
「
貴
布
禰
」

と
表
記
さ
れ
て
い
た
。
で
は
、
何
と
読
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。か

し
ゃ

「
貴
布
禰
」
と
い
う
表
記
は
、
地
名
を
漢
字
で
表
記
す
る
た
め
の
「
仮
借
」

で
あ
っ
て
、
基
本
的
に
は
形
容
詞
「
と
う
と
い
」
や
名
詞
「
ぬ
の
」
の
意
味

と
は
関
係
が
な
い
。
と
は
言
え
、
祭
神
に
対
す
る
尊
崇
の
念
か
ら
「
貴
い
」

の
字
義
を
無
視
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
だ
ろ
う
。「
禰
」
の
字
義
は
「
近

い
親
族
の
霊
廟
」
で
あ
る
が
、
貴
船
神
社
の
場
合
は
無
関
係
で
あ
ろ
う
。

奈
良
時
代
に
は
ひ
ら
が
な
・
カ
タ
カ
ナ
は
成
立
し
て
お
ら
ず
、『
古
事
記
』

『
日
本
書
紀
』『
風
土
記
』
の
訓
注
や
『
万
葉
集
』
の
一
字
一
音
表
記
部
分
は

（
�
）

万
葉
仮
名
で
記
さ
れ
て
い
た
。「
貴
布
禰
」
を
万
葉
仮
名
と
し
て
読
む
場
合

は
「
キ
フ
ネ
」
と
読
む
の
が
正
し
い
。
な
ぜ
な
ら
、
万
葉
仮
名
に
お
い
て

「
貴
」
字
は
「
キ
の
乙
音
」
の
み
、「
禰
・
祢
」
字
は
「
ネ
」
の
み
、「
布
」

は
濁
音
「
ブ
」
で
は
な
く
清
音
の
「
フ
」
と
読
む
こ
と
に
な
っ
て
い
る
か
ら

（
�
）

で
あ
る
。

以
下
、『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』『
風
土
記
』『
万
葉
集
』
に
お
け
る

「
布
」
の
用
例
を
一
覧
し
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。
上
代
文
献
は
準
漢
文
、

も
し
く
は
万
葉
仮
名
で
記
述
さ
れ
て
い
る
の
で
、
今
日
ほ
ぼ
確
定
し
て
い
る

訓
を
（

）
内
に
入
れ
て
確
認
す
る
こ
と
と
す
る
。

「
貴
船
」
音
義
考

四
一



（
�
）

【
資
料
２
】
上
代
文
献
に
お
け
る
「
布
」
の
読
み

Ａ
『
古
事
記
』
上
巻
（
中
巻
・
下
巻
は
割
愛
）

「
布
斗
麻
邇
（
ふ
と
ま
に
）」「
建
布
都
神
」（
た
け
ふ
つ
の
か
み
）」「
豊
布

都
神
（
と
よ
ふ
つ
の
か
み
）」「
布
伎
都
都
（
ふ
き
つ
つ
）」「
宇
気
布
時

（
う
け
ふ
と
き
）」「
布
刀
玉
命
（
ふ
と
だ
ま
の
み
こ
と
）」「
布
刀
御
幣

（
ふ
と
み
て
ぐ
ら
）」「
布
刀
詔
戸
言
（
ふ
と
の
り
と
ご
と
）」「
布
波
能
母

遲
久
奴
須
奴
神
（
ふ
は
の
も
ぢ
く
ぬ
す
ぬ
の
か
み
）」「
布
怒
豆
怒
神
（
ふ

の
づ
の
の
か
み
）」「
布
帝
耳
上
神
（
ふ
て
み
み
の
か
み
）」「
布
刀
斯
理

（
ふ
と
し
り
）」「
伊
斯
多
布
夜
（
い
し
た
ふ
や
）」「
布
佐
波
受
（
ふ
さ
は

ず
）」「
伊
布
登
母
（
い
ふ
と
も
）」「
布
波
夜
（
ふ
は
や
）」「
布
多
和
多
良

須
（
ふ
た
わ
た
ら
す
）」「
訓
柴
云
布
斯
（
〜
ふ
し
と
い
ふ
）」「
布
斗
斯
理

（
ふ
と
し
り
）」「
海
布
之
柄
（
め
の
か
ら
）」「
伊
牟
迦
布
（
い
む
か
ふ
）」

「
久
士
布
流
（
く
じ
ふ
る
）」「
多
布
斗
久
（
た
ふ
と
く
）」

Ｂ
『
日
本
書
紀
』
巻
第
一
・
二
（
巻
第
二
以
下
は
割
愛
）

・
巻
第
一：

「
布
刀
磨
爾
（
ふ
と
ま
に
）」「
志
理
幣
提
爾
布
倶
（
し
り
へ
で

に
ふ
く
）」「
布
那
斗
能
加
微
（
ふ
な
と
の
か
み
）」「
布
斗
能
理
斗
（
ふ
と

の
り
と
）」

Ｃ
『
風
土
記
』（
五
風
土
記
に
限
る
。
同
一
地
名
や
同
一
神
名
の
重
複
記
載

は
控
え
た
）

・
常
陸
国：

行
方
郡
「
布
都
奈
之
村
（
ふ
つ
な
の
む
ら
）」「
安
布
賀
之
邑

（
あ
ふ
か
の
む
ら
）」

・
出
雲
国：

意
宇
郡
「
布
都
努
志
（
ふ
つ
ぬ
し
）」、
熊
野
大
社
「
布
辨
社

（
ふ
べ
の
や
し
ろ
）」「
布
吾
弥
社
（
ふ
ご
み
〜
）」「
売
布
社
（
め
ふ
〜
）」

「
宇
流
布
社
（
う
る
ふ
〜
）」「
伊
布
夜
社
（
い
ふ
や
〜
）」「
布
自
奈
社

（
ふ
じ
な
〜
）」「
支
布
佐
社
（
き
ふ
さ
〜
）」、
秋
鹿
郡
「
和
加
布
都
努
志

能
命
（
わ
か
ふ
つ
ぬ
し
の
み
こ
と
）」、
出
雲
郡
「
旧
大
領
日
置
部
臣
布
弥

（
〜
ふ
み
）」、
杵
築
大
社
「
布
世
社
（
ふ
せ
〜
）」「
布
西
社
（
ふ
せ
〜
）」

「
三
澤
布
施
等
四
郷
（
〜
ふ
せ
〜
）」、
神
門
郡
「
比
布
知
社
（
ひ
ふ
ち

〜
）」、
仁
多
郡
「
布
勢
郷
（
ふ
せ
の
さ
と
）」、
大
原
郡
「
布
須
社
（
ふ
す

〜
）」

・
播
磨
国：

賀
古
郡
「
麻
布
都
鏡
（
ま
ふ
つ
の
か
が
み
）」

・
豊
後
国：

用
例
な
し

・
肥
前
国：

用
例
な
し

Ｄ
『
万
葉
集
』
巻
第
一
（
巻
第
二
以
下
は
割
愛
。「
布
」
の
用
例
は
五
七
二

例
）

一
番
「
布
久
思
（
ふ
く
し
）」、
二
番
「
取
与
呂
布
（
と
り
よ
ろ
ふ
）」、
四
番

「
布
麻
須
（
ふ
ま
す
）」、
一
六
番
「
思
努
布
（
し
の
ふ
）」、
一
八
番
「
可
久

佐
布
（
か
く
さ
ふ
）」、
二
〇
番
「
布
流
（
ふ
る
）」、
五
〇
番
「
物
乃
布
（
も

の
の
ふ
）」、
五
一
番
「
布
久
（
ふ
く
）」、
五
七
番
「
仁
保
布
（
に
ほ
ふ
）」、

六
九
番
「
埴
布
（
は
に
ふ
）」

以
上
の
如
く
、
上
代
の
文
献
に
お
け
る
漢
字
「
布
」
の
万
葉
仮
名
と
し
て

の
読
み
は
い
ず
れ
も
「
フ
」
で
あ
っ
て
、
漢
音
「
ホ
」
も
な
け
れ
ば
、
濁
音

化
し
た
「
ブ
」
の
用
例
も
な
い
。
そ
も
そ
も
万
葉
仮
名
に
は
基
本
的
に
清
濁

の
別
が
あ
り
、
清
音
「
ふ
」
に
は
「
布
不
敷
部
経
歴
相
」
な
ど
を
用
い
、
濁

音
「
ぶ
」
に
は
「
扶
」
な
ど
を
用
い
て
い
た
。

こ
の
調
査
結
果
か
ら
、
平
安
時
代
前
期
成
立
の
諸
書
に
記
さ
れ
て
い
る

四
二



「
貴
布
禰
」
の
「
布
」
字
は
清
音
「
ふ
」
で
読
む
べ
き
で
あ
り
、「
貴
布
禰
」

は
濁
ら
ず
に
「
き
ふ
ね
」
と
読
む
の
が
本
来
的
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。

で
は
、
平
安
時
代
中
期
以
降
の
文
献
に
見
え
る
「
貴
船
」
表
記
は
ど
の
よ

う
に
成
立
し
、
ど
の
よ
う
に
読
ま
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

第
３
節

平
安
時
代
に
お
け
る
「
貴
船
」
の
読
み

奈
良
時
代
に
お
け
る
「
き
ふ
ね
」
は
「
貴
布
禰
」
と
表
記
さ
れ
、「
き
ふ

ね
」
と
「
ふ
」
は
清
音
で
読
ま
れ
て
い
た
。
万
葉
仮
名
で
「
布
」
字
を
濁
音

「
ぶ
」
で
読
む
こ
と
が
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
平
安
時
代
に
入
る
と
「
貴

船
」
表
記
が
成
立
す
る
。
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
に
よ
る
も
の
で
あ

り
、
ど
の
よ
う
に
発
音
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

歴
史
的
仮
名
遣
い
に
お
け
る
漢
字
の
音
読
み
（
字
音
）
に
「
キ
フ
（
及
・

（
�
）

汲
・
吸
・
級
・
泣
・
急
・
給
な
ど
）」
は
確
か
に
存
在
し
た
が
、
純
粋
な
和

語
（
や
ま
と
こ
と
ば
）
に
「
き
ふ
」
と
い
う
単
語
（
名
詞
や
動
詞
な
ど
）
は

な
か
っ
た
。
だ
か
ら
、
神
社
名
・
地
名
「
き
ふ
ね
」
の
意
味
を
理
解
し
よ
う

と
す
る
と
、「
き
ふ
・
ね
」
で
は
な
く
、「
き
・
ふ
・
ね
」
も
し
く
は
「
き
・

ふ
ね
」
と
分
け
て
考
え
る
こ
と
に
な
る
。

奈
良
時
代
以
前
に
「
き
ふ
ね
」
と
い
う
単
語
が
存
在
せ
ず
、
か
つ
「
き
ふ

・
ね
」
が
成
立
し
な
い
以
上
、
平
安
時
代
に
入
っ
て
「
き
・
ふ
ね
」
と
分
割

し
て
語
義
を
見
出
そ
う
と
す
る
場
合
に
、「
ふ
ね
」
を
「
船
」
と
解
釈
す
る

の
は
当
然
で
あ
る
。「
き
ふ
ね
」
が
「
き
＋
船
」
で
あ
れ
ば
、
一
般
的
に
は

「
黄
（
な
る
）
船
」
か
「
木
（
の
）
舟
」
と
い
う
複
合
語
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
そ
し
て
、
そ
の
場
合
、
後
接
の
「
ふ
ね
」
は
連
濁
し
て
「
き
ぶ
ね
」
に

な
る
。

で
は
、
奈
良
時
代
に
、
連
濁
し
て
「
│
ぶ
ね
」
と
な
っ
た
言
葉
は
な
か
っ

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
、『
万
葉
集
』
に
お
け
る
「
│
ぶ
ね
」
と
い
う
複

合
語
の
用
例
を
検
索
し
、「
き
ぶ
ね
」
の
可
能
性
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

「
船
・
舟
」
の
漢
字
表
記
で
は
清
濁
が
識
別
で
き
な
い
の
で
、
主
に
巻
十
四

以
降
に
現
れ
る
『
万
葉
集
』
の
一
字
一
音
表
記
の
用
例
を
中
心
に
一
覧
す

る
。
用
字
と
し
て
は
「
│
夫
祢
」
で
あ
る
が
、
比
較
の
た
め
に
清
音
の
「
│

布
祢
」
の
用
例
も
掲
げ
る
こ
と
に
す
る
。

【
資
料
３
】『
万
葉
集
』
に
お
け
る
「
│
夫
祢
」「
│
布
祢
」
の
用
例
（
数
字

は
『
万
葉
集
』
の
旧
和
歌
番
号
）

Ａ
「
│
夫
祢
（
ぶ
ね
）」

①
お
ほ
ぶ
ね
「
於
保
夫
祢
」
７
例
（
三
五
五
九
・
三
六
一
一
・
三
六
二
七

・
三
六
二
七
・
三
六
四
四
・
三
六
七
九
・
四
二
二
〇
）

②

を

ぶ
ね
「
乎
夫
祢
」
４
例
（
三
三
六
七
・
四
〇
〇
六
・
四
〇
一
七

・
四
三
六
〇
）

③
し
ほ
ぶ
ね
「
思
保
夫
祢
」
１
例
（
三
五
五
六
）・「
志
富
夫
祢
」
１
例

（
四
三
六
八
）

④
つ
り
ぶ
ね
「
都
里
夫
祢
」
１
例
（
四
〇
四
四
）

⑤
あ
ま
ぶ
ね
「
阿
麻
夫
祢
」
１
例
（
三
九
九
三
）

⑥
い
づ
て
ぶ
ね
「
伊
豆
手
夫
祢
」
１
例
（
四
三
三
六
）

Ｂ
「
│
布
祢
（
ふ
ね
）」

⑦
お
ほ
ふ
ね
「
於
保
布
祢
」
１
例
（
三
六
四
四
）

「
貴
船
」
音
義
考

四
三



⑧
し
ほ
ふ
ね
「
斯
抱
布
祢
」
１
例
（
三
四
五
〇
）

⑨
み
ふ
ね
「
美
布
祢
」
３
例
（
三
七
〇
五
・
四
〇
六
一
・
四
三
六
三
）

⑩
ひ
こ
ふ
ね
「
比
古
布
祢
」
１
例
（
三
四
三
一
）

⑪
よ
ふ
ね
「
欲
布
祢
」
１
例
（
三
六
二
四
）

⑫
も
も
ふ
ね
「
毛
母
布
祢
」
１
例
（
三
六
九
七
）

以
下
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
船
」
に
つ
い
て
簡
潔
に
説
明
す
る
。
①
「
於
保
夫

祢
（
お
ほ
ぶ
ね＝

大
船
）」
は
大
き
い
船
、
②
「
乎
夫
祢
（
を
ぶ
ね＝

小

船
）」
は
船
（「
小
」
は
謙
称
）、
③
「
思
保
夫
祢
・
志
富
夫
祢
（
し
ほ
ふ
ね

＝

潮
船
）」
は
沖
を
行
く
船
、
④
「
都
里
夫
祢
（
つ
り
ぶ
ね＝

釣
り
船
）」
は

釣
り
を
す
る
舟
、
⑤
「
阿
麻
夫
祢
（
あ
ま
ぶ
ね＝

海
人
船
）」
は
海
人
の
乗

る
船
、
⑥
「
伊
豆
手
夫
祢
（
い
づ
て
ぶ
ね＝
伊
豆
手
船
）」
は
伊
豆
で
造
ら

れ
た
船
の
意
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
連
濁
し
て
い
る
。
⑨
「
美
布
祢
（
み
ふ
ね

＝

御
船
）」
は
天
皇
な
ど
貴
人
の
乗
っ
た
船
、
⑩
相
模
国
の
東
歌
の
「
比
古

布
祢
（
ひ
こ
ふ
ね
）」
は
「
引
く
船
」
の
上
代
東
国
方
言
、
⑪
「
欲
布
祢

（
よ
ふ
ね＝

夜
船
）」
は
夜
に
航
行
す
る
船
、
⑫
「
毛
母
布
祢
（
も
も
ふ
ね＝

百
船
）」
は
多
く
の
船
の
意
味
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
連
濁
し
て
い
な
い
。

全
て
の
複
合
語
を
挙
げ
て
連
濁
の
過
程
を
論
証
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る

が
、『
万
葉
集
』
が
成
立
し
た
奈
良
時
代
末
期
は
連
濁
現
象
の
過
渡
期
で
あ

っ
た
ら
し
い
。「
お
ほ
ふ
ね
」
↓
「
お
ほ
ぶ
ね
」
を
示
し
て
検
証
し
て
み
た

い
。「

│
夫
祢
」
の
用
例
の
う
ち
①
「
於
保
夫
祢
（
お
ほ
ぶ
ね
）」
が
７
例
も
あ

る
が
、
連
濁
し
て
い
な
い
⑦
「
於
保
布
祢
（
お
ほ
ふ
ね
）」
の
用
例
が
１
例

存
在
す
る
。
唯
一
の
例
歌
「
大
君
の
命
（
み
こ
と
）
恐
（
か
し
こ
）
み
於
保

布
祢
の
行
き
の
ま
に
ま
に
宿
り
す
る
か
も
」
は
巻
第
十
五
所
収
、
歌
人
は
雪

宅
麿
（
天
平
八
年
（
七
三
六
）
の
遣
新
羅
使
で
、
往
路
に
壱
岐
島
で
病
没
し

た
人
物
。
壱
岐
島
出
身
か
）
で
あ
る
。
西
本
願
寺
本
の
『
万
葉
集
』
の
表
記

を
信
じ
れ
ば
、
八
世
紀
前
半
に
は
ま
だ
連
濁
し
て
い
な
い
「
お
お
ふ
ね
」
と

い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
因
み
に
、『
万
葉
集
』
中
に

「
大
船
」
表
記
は
三
一
例
、「
大
舟
」
表
記
は
一
〇
例
あ
る
。「
於
保
夫
祢
」

が
多
数
を
占
め
る
以
上
、「
大
船
・
大
舟
」
は
「
お
ほ
ぶ
ね
」
と
訓
む
べ
き

で
あ
ろ
う
。
一
般
的
に
「
船
」
よ
り
も
「
舟
」
の
ほ
う
が
小
型
で
あ
る
イ
メ

ー
ジ
が
あ
る
が
、
本
稿
で
は
以
下
「
船
」「
舟
」
表
記
を
併
記
せ
ず
、「
船
」

に
統
一
す
る
こ
と
と
す
る
。

万
葉
歌
中
に
「
お
ほ
ぶ
ね
」「
し
ほ
ぶ
ね
」
以
外
に
「
を
ぶ
ね
」「
つ
り
ぶ

ね
」
な
ど
連
濁
し
た
複
合
語
が
存
在
す
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
連
濁
が
奈
良

時
代
末
期
に
成
立
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
平
安
前
期

以
前
に
成
立
し
て
い
る
複
合
語
﹇
キ
フ
ネ
﹈
に
「
貴
夫
禰
」
と
い
う
表
記
は

存
在
し
な
い
。
濁
音
の
「
夫
」
を
用
い
た
「
貴
夫
祢
」
表
記
が
な
い
と
い
う

こ
と
は
、
逆
に
言
え
ば
、
当
該
語
が
本
質
的
に
清
音
の
「
き
ふ
ね
」
な
の
で

あ
り
、
そ
れ
は
さ
ら
に
語
源
が
「
き
＋
ふ
ね
」
で
は
な
い
こ
と
を
示
唆
し
て

い
る
こ
と
に
な
る
。

平
安
時
代
中
期
以
降
、「
貴
船
」
表
記
が
増
え
て
来
る
と
い
う
こ
と
は
、

「
き
ふ
ね
」
が
「
き
＋
船
」
と
解
釈
さ
れ
、
当
然
な
が
ら
連
濁
し
て
「
き
ぶ

ね
」
と
発
音
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
ひ
ら
が

な
が
定
着
す
る
平
安
時
代
後
期
以
降
、「
き
ふ
ね
」
と
表
記
さ
れ
て
い
れ
ば
、

そ
の
言
葉
は
お
そ
ら
く
「
き
ぶ
ね
」
と
濁
っ
て
発
音
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ

四
四



う
。漢

字
２
字
表
記
の
場
合
の
「
貴
船
」
に
お
い
て
「
貴
」
字
が
用
い
ら
れ
て

い
る
理
由
と
し
て
は
、
古
い
用
字
で
あ
る
「
貴
布
祢
」
の
最
初
の
漢
字
を
単

に
継
承
し
た
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、「
た
ふ
と
し
」
の
字
義
が
働
い
た
こ

と
は
否
定
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
平
安
時
代
、
貴
船
神
社
は
鴨
川
の
水
を
司

り
、
祈
雨
止
雨
を
祈
願
す
る
聖
地
と
し
て
重
要
視
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ

る
。

第
４
節

ハ
行
転
呼
音
に
よ
る
地
名
の
変
遷

文
語
の
単
語
中
に
お
け
る
「
ふ
」
音
に
関
し
て
は
、「
ハ
行
転
呼
音
」
と

呼
ば
れ
る
重
要
な
音
韻
変
化
が
あ
っ
た
。「
ハ
行
転
呼
音
」
と
は
、「
歴
史
的

仮
名
遣
の
ハ
行
の
仮
名
が
、
語
中
・
語
尾
で
ワ
行
音
に
発
音
さ
れ
る
こ
と
。

ま
た
、
そ
の
音
。
十
一
世
紀
頃
か
ら
語
中
・
語
尾
の
ハ
行
音
が
ワ
行
音
化

し
、
つ
い
で
鎌
倉
初
期
に
そ
の
ワ
行
音
が
ア
行
音
化
し
た
。『
か
は
（
川
）』

（
�
）

を
カ
ワ
、『
か
ひ
（
貝
）』
を
カ
イ
と
発
音
す
る
類
」
で
あ
る
。

例
外
な
く
全
て
の
日
本
語
を
襲
っ
た
「
ハ
行
転
呼
音
」
の
地
名
へ
の
影
響

を
、
貴
船
に
当
て
は
め
て
説
明
す
る
。
も
し
も
平
安
時
代
前
期
以
前
に
神
社

名
（
地
名
）
の
音
韻
が
清
音
の
「
き
ふ
ね
」
で
あ
れ
ば
、
平
安
後
期
以
降
に

生
じ
た
「
ハ
行
転
呼
音
」
の
影
響
で
、「
ふ
」
が
ワ
行
の
「
う
」（
ウ
は
ア
行

も
同
じ
）
に
な
っ
て
「
き
う
ね
」
と
な
り
、
や
が
て
拗
音
化
し
て
「
き
ゅ
う

ね
」
と
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
現
在
、
地
名
や
神
社
名
が
「
き
ゅ
う
ね
」
と

呼
ば
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
当
該
神
社
は
平
安
時
代
中
期
以
降
は
濁

音
の
「
き
ぶ
ね
」
で
発
音
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
の
証
拠
に
な
る
。
い

や
、
既
に
「
貴
船
」
表
記
や
「
船
」
の
意
識
が
定
着
し
て
い
れ
ば
こ
そ
「
き

ゅ
う
ね
」
に
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

ハ
行
転
呼
音
に
よ
っ
て
読
み
方
が
変
化
し
た
地
名
に
は
、
例
え
ば
現
在
の

都
市
名
・
郡
名
と
し
て
「
き
り
ゅ
う
（
桐
生
）」「
は
に
ゅ
う
（
羽
生
）」「
が

も
う
（
蒲
生
）」
な
ど
が
あ
り
、
旧
町
村
名
と
し
て
「
に
ゅ
う
が
わ
（
丹
生

川
・
高
山
市
内
）」「
の
う
（
能
生
・
糸
魚
川
市
内
）」「
む
ろ
う
（
室
生
・
宇

陀
市
内
）」
な
ど
が
あ
る
。
そ
の
他
の
地
名
と
し
て
は
「
も
の
う
（
桃
生
）」

「
あ
し
ゅ
う
（
芦
生
）」「
せ
り
ょ
う
（
芹
生
）」「
も
ぐ
ろ
（
葎
生
）」
な
ど
の

変
形
も
あ
る
。「
お
に
ゅ
う
（
遠
敷
・
小
浜
市
内
）」
は
、「
遠
」
の
字
音

「
ヲ
ン
」
の
古
形
「
ヲ
ニ
」
に
「
フ
」
が
下
接
し
た
「
を
に
ふ
」
が
「
を
に

う
」
に
な
り
「
お
に
ゅ
う
」
と
な
っ
た
。「
あ
お
（
粟
生
・
長
岡
京
市
内
ほ

か
）」
は
「
あ
は
ふ＞

あ
は
う＞

あ
ふ＞

あ
お
」
と
い
う
変
化
で
あ
り
、
こ

れ
は
「
あ
ふ
ひ
（
葵
）」
が
「
あ
お
い
」
と
な
っ
た
の
と
同
じ
音
韻
変
化
で

あ
る
。
因
み
に
、
人
名
の
「
荻
生
徂
徠
」「
麻
生
太
郎
」「
萩
生
田
光
一
」

「
羽
生
結
弦
」
な
ど
の
苗
字
も
こ
れ
に
該
当
す
る
。

こ
れ
ら
の
地
名
・
人
名
の
多
く
は
「
生
」
字
の
前
に
植
物
名
が
あ
り
、
そ

の
植
物
が
生
育
す
る
土
地
を
意
味
し
て
い
る
。
例
え
ば
栃
木
県
佐
野
市
の

「
葛
生
（
く
ず
ふ＞

く
ず
う
）」
は
葛
の
生
え
る
場
所
、
奈
良
市
内
の
「
柳
生

（
や
ぎ
ふ＞

や
ぎ
う＞

や
ぎ
ゅ
う
）」
は
柳
の
生
え
る
場
所
の
意
味
で
あ
る
。

奈
良
県
ほ
か
の
「
丹
生
（
に
う
・
に
ゅ
う
）」
は
鉱
物
「
水
銀
」
を
産
出
す

る
土
地
の
こ
と
で
あ
り
、
埼
玉
県
の
「
羽
生
」
は
本
来
「
埴
（
は
に
・
赤
い

粘
土
）」
を
産
出
す
る
土
地
の
こ
と
で
あ
る
。
茨
城
県
の
「
あ
そ
お
（
麻

「
貴
船
」
音
義
考
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生
）」
の
「
お
」
表
記
は
、「
生
」
字
を
動
詞
「
お
ふ
」
の
語
幹
と
判
断
し
た

結
果
か
も
し
れ
な
い
。

地
名
に
お
け
る
ハ
行
転
呼
音
の
例
外
に
は
「
あ
ざ
ぶ
（
麻
布
・
東
京

都
）」「
ゆ
ふ
（
由
布
・
大
分
県
）」
な
ど
が
あ
る
。

東
京
の
「
あ
ざ
ぶ
（
麻
布
）」
に
つ
い
て
検
討
す
る
。「
あ
ざ
ぶ
」
は
、
か

つ
て
ア
サ
（
麻
）
を
栽
培
し
て
麻
布
を
織
っ
て
い
た
こ
と
が
地
名
の
由
来
と

考
え
ら
れ
る
。
あ
え
て
言
え
ば
「
あ
さ
ふ
（
麻
生
）」
か
ら
転
じ
て
「
あ
さ

ぶ＞

あ
ざ
ぶ
」
と
な
っ
た
こ
と
に
な
る
。「
麻
布
」
表
記
の
初
出
は
元
禄
三

（
�
）

年
（
一
六
九
〇
）
の
『
江
戸
図
鑑
綱
目
』
と
か
な
り
新
し
い
。

地
名
「
あ
さ
ふ
（
麻
布
）」
の
読
み
が
「
あ
そ
う
」
と
な
ら
な
か
っ
た
の

は
、「
ぶ
」
が
「
生
」
の
訓
読
み
で
は
な
く
、「
布
」
の
音
読
み
と
し
て
認
識

さ
れ
た
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。「
材
料
＋
布
（
フ
・
ブ
）」
の
用
例
に
は
「
バ

シ
ョ
ウ
フ
（
芭
蕉
布
）」「
く
ず
フ
（
葛
布
）」「
ふ
じ
フ
（
藤
布
）」「
を
フ＞

お
フ
（
麻
布
）」「
マ
フ
（
麻
布
）」「
モ
ウ
フ
（
毛
布
）」「
た
く
フ＞

タ
フ

（

布＞

太
布
）」
な
ど
が
あ
り
、
い
ず
れ
も
ハ
行
点
呼
音
に
な
っ
て
い
な

い
。「
葛
布
」
や
「
麻
布
」
の
「
布
」
は
音
読
み
「
フ
」
の
ま
ま
で
、「
う
」

に
変
化
し
な
い
。
た
だ
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
語
の
成
立
年
が
問
題
と
な
ろ
う
。

次
に
、
大
分
県
の
「
ゆ
ふ
（
由
布
）」「
ゆ
ふ
い
ん
（
湯
布
院
）」
の
由
来

を
考
え
て
み
た
い
。
同
地
は
、
全
国
屈
指
の
湧
出
量
・
源
泉
数
を
誇
る
温
泉

が
あ
る
こ
と
か
ら
「
ゆ
ふ
（
湯
生
）」
と
名
付
け
ら
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
る

が
、『
豊
後
国
風
土
記
』
速
水
郡
に
「
柚
富
郷
」
と
表
記
さ
れ
、「
常
に
栲

（
た
く
）
の
皮
を
取
り
て
木
綿
（
ゆ
ふ
）
を
造
る
」
と
記
述
さ
れ
て
い
る
。

同
書
に
柑
橘
類
「
柚
（
ゆ
）」
に
関
す
る
記
述
は
な
い
。『
和
名
抄
』
に
「
由

布
」
と
見
え
、
平
安
時
代
以
降
は
「
由
布
」
表
記
に
固
定
し
た
よ
う
で
あ

る
。
同
地
は
古
く
「
木
綿
」
の
産
地
で
あ
っ
た
と
い
う
が
、
そ
の
後
「
ゆ

う
」
と
長
音
で
呼
ば
れ
た
確
証
は
な
い
。
今
日
「
ゆ
ふ
（
い
ん
）」
と
「
ふ
」

の
音
と
表
記
を
明
確
に
残
し
て
い
る
か
ら
に
は
、
こ
の
地
名
は
ハ
行
点
呼
音

の
影
響
を
受
け
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
原
因
は
「
麻
布
」
同
様
に
、

楮
（
こ
う
ぞ
）
か
ら
取
る
糸
の
「
木
綿
（
ゆ
ふ
）」
と
「
布
（
ぬ
の＝

フ
）」

と
が
結
び
付
い
た
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。
因
み
に
、
山
口
県
岩
国
市
内
に
は

旧
町
名
「
ゆ
う
（
由
宇
）」
が
あ
る
。

「
貴
布
禰
」
の
場
合
、
神
社
名
・
地
名
を
表
記
す
る
に
際
し
て
古
来
「
布
」

字
が
用
い
ら
れ
て
き
た
が
、「
あ
ざ
ぶ
（
麻
布
）」
や
「
ゆ
ふ
（
木
綿＞

由

布
）」
の
よ
う
に
、
当
地
に
お
い
て
布
を
産
出
し
て
き
た
と
い
う
生
業
上
の

実
態
は
な
い
。「
布
」
字
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
「
フ
」
と
音
読
み
す
る

こ
と
を
示
し
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
て
、「
ぬ
の
」
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な

い
。古

く
「
貴
布
禰
」
と
表
記
さ
れ
た
当
該
地
名
・
神
社
名
が
や
が
て
「
黄

船
」
や
「
貴
船
」
と
表
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、「
き
ぶ
ね
」
と
濁

音
で
発
音
さ
れ
て
い
た
こ
と
の
証
左
で
あ
る
。「
き
う
ね
」
や
「
き
ゅ
う
ね
」

と
い
う
音
韻
に
「
船
」
の
漢
字
を
当
て
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
日
本
語
に
は

濁
音
始
ま
り
の
「
ぶ
ね
」
と
い
う
単
語
は
存
在
し
な
い
か
ら
、「
き
ぶ
ね
」

と
い
う
言
葉
は
「
き
＋
船
」
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

四
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第
５
節

語
義
・
語
源
説

神
社
名
・
地
名
「
き
ふ
ね
」
と
は
何
か
、
そ
の
語
義
は
何
で
あ
ろ
う
か
。

結
論
を
先
に
示
し
て
お
く
な
ら
ば
、「
き
ふ
ね
」
は
「
木
生
根
」
で
あ
り

「
木
々
が
生
じ
る
所
」
の
意
味
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、

実
証
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
本
節
で
は
、
従
来
提
唱
さ
れ
て
き
た
幾
つ
か
の

説
を
列
挙
し
て
、
若
干
の
考
察
を
加
え
て
お
き
た
い
。

「
き
ぶ
ね
」
の
語
源
に
関
し
て
管
見
に
触
れ
た
学
説
に
は
、
Ａ
「
黄
船
」

説
・
Ｂ
「
岐
経
根
」
説
・
Ｃ
「
木
生
根
」
説
・
Ｄ
「
木
生
嶺
」
説
・
Ｅ
「
水

生
峰
」
説
・
Ｆ
「
気
生
根
」
説
・
Ｇ
「
き
く
め
（
聞
く
女
）」
説
・
Ｈ
「
葦

の
茂
る
所
」
説
な
ど
が
あ
る
。
以
下
、
簡
単
に
考
察
を
加
え
る
。

Ａ
「
黄
船
」
説
。
こ
れ
は
、
貴
船
神
社
所
蔵
の
『
黄
舩
社
秘
書
』
に
記
載

さ
れ
た
「
神
武
天
皇
の
母
親
で
あ
る
玉
依
姫
と
い
う
女
神
が
黄
船
に
乗
っ
て

川
を
遡
り
、
源
泉
の
地
に
上
陸
し
て
鎮
座
し
た
。
無
用
と
な
っ
た
船
は
竜
に

な
っ
て
飛
び
去
っ
た
。
奥
宮
に
今
も
残
る
船
形
石
は
、
女
神
の
偉
業
を
語
り

継
ぐ
た
め
の
物
証
で
あ
る
。
以
来
、
そ
の
泉
の
聖
地
を
「
黄
船
」
と
呼
ぶ
よ

う
に
な
っ
た
」
と
い
う
神
話
に
拠
る
も
の
で
あ
る
。
鎮
座
由
来
の
神
話
と
地

名
と
を
見
事
に
結
び
つ
け
た
非
常
に
興
味
深
い
説
で
あ
る
。
こ
の
神
話
は
、

江
戸
前
期
に
板
行
さ
れ
た
『
先
代
旧
事
本
紀
大
成
経
』
所
収
話
を
引
用
し
た

も
の
で
あ
り
、
江
戸
時
代
を
遡
る
も
の
で
は
な
い
と
も
言
え
る
。
た
だ
し
、

（

）

こ
の
神
話
の
古
形
・
原
形
が
貴
船
神
社
で
伝
承
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る

の
で
、
一
概
に
全
否
定
は
で
き
な
い
。

こ
の
神
話
の
形
成
・
成
立
を
古
代
に
ま
で
遡
ら
せ
て
考
え
る
場
合
、
奈
良

時
代
以
前
の
日
本
に
「
き
・
黄
」
と
い
う
色
名
は
な
か
っ
た
の
で
、「
き
ふ

ね
」
を
「
黄
色
い
船
」
と
認
識
し
て
は
い
け
な
い
。『
万
葉
集
』
巻
第
一
六

の
三
八
八
八
番
歌
に
見
え
る
「
黄
塗
り
の
屋
形
（
船
）」
は
「
朱
塗
り
の
船
」

の
こ
と
で
あ
っ
て
、
古
代
日
本
に
黄
色
い
舟
な
ど
存
在
し
な
か
っ
た
。

（

）

Ｂ
「
岐
の
経
根
」
説
。
こ
れ
は
吉
田
金
彦
の
説
で
あ
る
。
論
文
中
に
「
お

そ
ら
く
キ
ノ
フ
ネ
（
岐
の
経
根
）
と
い
う
こ
と
で
、
キ
は
人
の
往
来
す
る
こ

と
を
表
わ
す
キ
（
来
）
で
あ
り
、
そ
こ
に
あ
る
フ
ネ
（
経
由
す
る
所
）
と
い

う
の
が
語
源
な
の
で
あ
ろ
う
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
確
か
に
貴
船
は
洛
北
か

ら
芹
生
に
通
ず
る
一
本
道
の
通
過
点
の
一
つ
で
あ
る
が
、
吉
田
は
、
一
文
の

中
で
さ
え
「
岐
」
と
「
来
」
を
混
用
し
て
い
る
し
、「
き
の
ふ
ね
」
や
「
経

根
（
ふ
ね
）」
の
他
の
事
例
を
提
示
し
て
お
ら
ず
、
傍
証
を
固
め
て
い
る
と

は
言
え
な
い
。

「
根
」
が
「
所
・
場
所
・
土
地
」
を
表
わ
し
て
い
る
と
い
う
考
え
方
は
、

語
源
説
の
多
く
が
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。『
広
辞
苑

第
七
版
』
は
、

植
物
の
「
根
」
を
「
①
（
地
・
土
の
意
を
表
す
「
な
」
の
転
か
）
高
等
植
物

の
体
を
支
持
す
る
栄
養
器
官
」
と
説
明
し
て
い
る
。
こ
の
説
を
信
ず
る
な
ら

ば
、
そ
も
そ
も
「
根
」
が
「
土
」
を
語
源
と
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

「
地
震
」
を
意
味
す
る
文
語
「
な
ゐ
」
も
、
こ
の
「
な
」
と
関
連
し
て
い
る
。

「
根
」
に
つ
い
て
詳
し
く
は
後
述
す
る
。

Ｃ
「
木
生
根
」
説
・
Ｄ
「
木
生
嶺
」
説
。
と
も
に
「
木
々
が
多
数
生
え
て

い
る
所
」
と
い
う
意
味
。「
生
」
字
が
「
自
生
・
生
育
」
を
意
味
し
て
い
る

と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
貴
船
山
に
は
古
木
巨
樹
が
多
く
、
ま
た
東
側
に
は

「
貴
船
」
音
義
考
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「
木
の
根
道
」
で
有
名
な
鞍
馬
山
が
あ
る
。
同
地
は
「
木
生
根
」
に
ふ
さ
わ

（

）

し
い
土
地
で
あ
る
。
と
は
言
え
、
よ
く
考
え
て
み
れ
ば
、
そ
も
そ
も
社
叢
に

は
原
生
林
が
多
い
の
で
あ
る
か
ら
、
全
て
の
社
叢
、
日
本
全
国
の
神
社
仏
閣

の
森
が
「
木
生
根
」
だ
と
言
え
る
。
た
だ
し
、
固
有
名
詞
の
地
名
と
い
う
も

の
は
、
ど
こ
に
で
も
当
て
は
ま
り
そ
う
な
言
葉
で
あ
っ
て
も
、
特
定
の
土
地

を
指
す
の
が
普
通
で
あ
り
、
普
通
名
詞
だ
か
ら
そ
の
土
地
の
語
源
と
し
て
は

（

）

い
け
な
い
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
地
名
に
も
「
言
語
の
恣
意
性
」
が
適
応
さ

れ
る
の
で
あ
る
。

Ｃ
と
Ｄ
と
は
「
根
」
と
「
嶺
（
峰
）」
の
相
違
だ
け
で
あ
る
。「
峰
（
み

（

）

ね
）」
は
「
御
根
」
で
あ
り
、
実
は
同
根
の
語
で
あ
る
。「
根
」
で
終
わ
る
地

名
に
「
伊
根
（
京
都
）」「
川
根
（
静
岡
）」「
島
根
」「
白
根
（
山
梨
）」「
高

根
（
山
梨
・
岐
阜
）」「
利
根
（
群
馬
・
茨
城
）」「
西
根
（
岩
手
）」「
箱
根

（
神
奈
川
）」「
彦
根
（
滋
賀
）」「
東
根
（
山
形
）」「
三
根
（
佐
賀
）」「
室
根

（
岩
手
）」
な
ど
が
あ
る
が
、
全
て
の
地
名
に
お
い
て
「
根
」
が
「
土
地
」
を

意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。

（

）

Ｅ
「
水
生
峰
」
説
。
こ
れ
は
綱
本
逸
雄
が
提
唱
し
た
説
で
あ
る
。
水
源
地

で
水
の
神
を
祭
る
「
き
ぶ
ね
」
を
「
み
ぶ
（
水
生＞

壬
生
）」
と
関
連
付
け

て
、「
貴
布
禰
」
イ
コ
ー
ル
「
水
生
峰
（
ミ
ブ
ネ
）」
で
あ
る
と
し
て
説
明
し

よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。「
水
戸
」
を
「
キ
ド
」
と
よ
む
地
名
が
千
葉
県

に
あ
る
こ
と
を
承
け
て
、「
地
名
に
お
い
て
ミ
音
が
キ
音
と
交
替
す
る
こ
と

（

）

が
あ
る
」
と
い
う
池
田
末
則
の
理
論
を
援
用
し
て
い
る
が
、
こ
の
「
キ
・
ミ

交
替
説
」
自
体
が
論
証
で
き
て
い
る
と
は
思
え
な
い
。「
壬
生
」
と
の
関
連

自
体
は
重
要
な
指
摘
で
あ
る
。

Ｆ
「
気
生
根
」
説
。「
気
が
生
ず
る
所
」
と
い
う
意
味
で
、
近
年
喧
伝
さ

れ
て
い
る
「
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
」
に
通
ず
る
興
味
深
い
語
源
説
で
あ
る
。
高

井
前
宮
司
も
テ
レ
ビ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
受
け
て
、
貴
船
神
社
の
場
合
は

「
気
生
根
」
と
書
い
て
「
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
」
と
読
む
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い

た
。
漢
字
「
気
」
は
呉
音
で
「
ケ
」、
漢
音
で
「
キ
」
と
読
む
。
漢
音
「
キ
」

（

）

の
用
例
は
『
万
葉
集
』
巻
第
五
に
も
見
え
て
い
る
。
さ
ら
に
「
気
」
は

「
息
」
に
通
ず
る
と
し
て
『
日
本
書
紀
』
巻
第
二
・
第
九
段
一
書
第
五
に
も

「
気
」
に
対
す
る
「
い
き
」
の
古
訓
が
あ
る
。

古
代
か
ら
の
日
本
の
地
名
の
語
源
と
し
て
、
中
国
の
概
念
語
で
あ
る
「
気

（
キ
）」
を
導
入
す
る
こ
と
は
適
切
で
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
山
中
の

水
の
聖
地
が
神
仙
思
想
や
風
水
説
と
結
び
付
い
た
時
、
こ
の
語
源
説
は
有
効

に
機
能
す
る
こ
と
と
な
る
。
貴
船
の
場
合
、
北
方
守
護
の
毘
沙
門
天
を
本
尊

と
す
る
鞍
馬
寺
と
と
も
に
洛
中
の
真
北
に
位
置
し
て
お
り
、
ま
た
川
下
の
南

方
を
除
い
た
東
西
北
が
山
に
囲
ま
れ
て
お
り
、
地
理
的
に
風
水
に
見
合
っ
て

い
る
。
そ
も
そ
も
「
き
ぶ
ね
」
と
い
う
地
名
が
ど
れ
ほ
ど
遡
れ
る
の
か
不
明

で
あ
る
以
上
、
奈
良
時
代
以
前
に
既
に
伝
来
し
て
い
た
漢
字
「
気
」（
の
意

味
と
読
み
）
を
導
入
す
る
こ
と
が
全
く
無
意
味
だ
と
は
言
い
き
れ
な
い
。

「
気
」
を
導
入
す
る
語
源
説
の
可
能
性
は
残
さ
れ
て
い
る
。

Ｇ
「
き
く
め
（
聞
く
女
）」
説
。
志
賀
剛
は
、「
キ
フ
ネ
の
語
源
は
キ
ク
メ

（
マ
マ
）

ゆ
う

（
神
意
を
聞
女
）
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
今
の
結
社
は
神
託
を
言
う
社
で

（

）

あ
ろ
う
」
と
説
い
て
い
る
。
志
賀
は
、
現
在
の
末
社
「
結
社
」
の
前
身
は

「
山
神
社
」
で
あ
り
、
そ
の
神
社
が
最
初
の
キ
フ
ネ
神
社
で
、
山
神
に
巫
女

が
奉
仕
し
て
い
た
と
も
記
し
て
い
る
。
結
社
が
山
神
を
祀
っ
て
い
る
こ
と

四
八



や
、
貴
船
神
社
に
神
託
す
る
巫
女
が
い
た
と
い
う
理
解
は
正
し
い
。
し
か

し
、「
結
社
」
の
名
は
、
管
見
の
範
囲
で
は
室
町
時
代
以
前
の
史
料
に
見
え

な
い
か
ら
、
山
神
を
祭
る
小
社
の
巫
女
の
呼
称
が
、
平
安
時
代
以
前
に
遡
る

古
社
の
総
称
「
き
ふ
ね
」
と
な
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
神
託
に

与
る
巫
女
を
登
場
さ
せ
る
の
で
あ
れ
ば
奥
宮
に
付
属
す
る
巫
女
を
こ
そ
指
摘

す
べ
き
で
あ
る
。
神
託
を
「
言
う
」
か
ら
「
ゆ
い
」
社
と
名
が
付
い
た
と
い

う
論
法
も
日
本
語
学
的
に
問
題
が
あ
る
し
、「
き
く
」
が
「
き
ふ
」
に
な
っ

た
プ
ロ
セ
ス
が
全
く
説
明
さ
れ
て
い
な
い
。
志
賀
の
「
聞
く
女
」
語
源
説
は

成
立
し
な
い
。

（

）

Ｈ

ア
イ
ヌ
語
の
「
葦
の
茂
る
所
」
説
。
木
村
圭
一
の
語
源
説
で
あ
る
。

確
か
に
貴
船
河
畔
に
も
葦
は
生
え
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、「
き
ふ
ね
」

の
意
味
を
ア
イ
ヌ
語
で
説
明
す
る
の
は
無
理
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ア

イ
ヌ
語
で
日
本
各
地
（
南
は
沖
縄
ま
で
）
の
地
名
を
説
明
す
る
学
説
は
古
来

多
数
存
在
す
る
が
、
ア
イ
ヌ
語
の
知
識
が
な
い
の
で
、
こ
の
説
の
是
非
に
つ

い
て
は
保
留
と
し
た
い
。

以
上
、
諸
説
を
提
示
し
て
簡
潔
に
解
説
を
加
え
た
。
実
証
は
で
き
な
い

が
、
現
時
点
で
総
合
的
に
考
え
れ
ば
「
木
生
根
」
語
源
説
が
最
も
穏
当
な
説

と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、「
き
ふ
ね
」
が
「
木
々
が
生
育
す
る
土
地
」

と
い
う
語
義
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
名
前
は
神
社
名
と
い
う
よ
り
は
、
よ

り
広
域
の
地
名
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

ま
と
め

以
上
、
神
社
名
の
「
貴
船
」
が
「
き
ふ
ね
」＞

「
き
ぶ
ね
」＞

「
き
ふ
ね
」
と

変
遷
し
た
こ
と
を
論
じ
た
。
第
１
節
で＜

「
貴
船
」
の
漢
字
表
記
が
平
安
時

代
前
期
は
「
貴
布
禰
（
祢
）」
に
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と＞

を
確
認
し
、
第

２
節
で＜

万
葉
仮
名
と
し
て
の
「
貴
布
禰
」
は
清
音
の
「
き
ふ
ね
」
で
あ

る＞

と
断
言
し
、
第
３
節
で＜

平
安
時
代
に
「
貴
船
」
と
表
記
さ
れ
た
以
上

は
連
濁
し
て
「
き
ぶ
ね
」
と
読
ま
れ
た＞

と
指
摘
し
、
第
４
節
で＜

連
濁
し

た
か
ら
こ
そ
ハ
行
点
呼
音
の
影
響
を
受
け
な
か
っ
た＞

と
主
張
し
、
第
５
節

で＜

地
名
「
き
ふ
ね
」
は
「
木
が
生
え
る
土
地
」
の
意
味
で
は
な
い
か＞

と

示
唆
し
て
お
い
た
。
語
源
に
つ
い
て
論
証
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
が
、

諸
説
を
紹
介
し
、
簡
潔
に
考
察
を
加
え
た
。

注（
１
）
『
明
治
以
降
神
社
関
係
法
令
史
料
』
神
社
本
庁
明
治
維
新
百
年
記

念
事
業
委
員
会
編
、
一
九
六
八
年

（
２
）
新
た
に
就
任
し
た
全
て
の
宮
司
が
宮
内
庁
に
記
帳
に
行
く
の
で
は

な
く
、
社
格
が
「
二
十
二
社
」
の
神
社
に
限
る
と
の
話
で
あ
っ
た
。

二
一
世
紀
に
な
っ
て
も
、
一
〇
三
九
年
に
固
定
化
さ
れ
た
「
二
十
二

社
」
の
重
要
性
は
生
き
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
３
）
飯
間
浩
明
「
か
ち
ど
き
は
し
」（『
朝
日
新
聞
』
二
〇
一
九
年
一
月

一
九
日
朝
刊
ｂ
ｅ
誌
「
街
の
Ｂ
級
言
葉
図
鑑
」
コ
ー
ナ
ー
）
に
は
、

「
貴
船
」
音
義
考

四
九



江
戸
時
代
に
上
水
道
の
責
任
者
「
大
久
保
主
水
」
が
濁
り
を
嫌
う
理

由
か
ら
「
も
ん
と
」
と
呼
ば
れ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。

（
４
）
万
葉
仮
名
は
「
止
（
と
）」
と
「
女
（
め
）」
以
外
は
漢
字
の
音
読

み
（
字
音
）
を
利
用
し
て
の
用
法
で
あ
る
。
奈
良
時
代
の
漢
字
の
音

読
み
に
は
呉
音
・
漢
音
・
慣
用
音
の
３
種
類
が
あ
っ
た
。
漢
字

「
貴
」
は
呉
音
・
漢
音
と
も
に
「
キ
」
で
あ
る
。「
布
」
は
呉
音

「
フ
」・
漢
音
「
ホ
」
で
あ
る
が
、
呉
音
が
採
用
さ
れ
て
「
ふ
」
と
読

ま
れ
て
い
る
。「
禰
・
祢
」
は
呉
音
「
ナ
イ
」・
漢
音
「
デ
イ
」・
慣

用
音
「
ネ
」
で
あ
る
が
、
平
仮
名
「
ね
」
は
「
禰
」
の
草
体
で
あ

り
、
片
仮
名
「
ネ
」
は
漢
字
「
祢
」
の
偏
か
ら
作
ら
れ
て
い
る
か

ら
、
慣
用
音
「
ネ
」
が
日
本
語
音
韻
と
一
致
し
た
こ
と
に
な
る
。

（
５
）
中
西
進
編
『
万
葉
集
事
典
』（
講
談
社
文
庫
）
講
談
社
、
一
九
八

五
年

（
６
）・
西
宮
一
民
『
古
事
記
』（
新
潮
日
本
古
典
集
成
）
新
潮
社
、
一
九

七
九
年

・『
日
本
書
紀
（
上
）』（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
）
小
学
館
、
一

九
九
四
年

・
中
村
啓
信
監
修
『
風
土
記

上
下
』（
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
）
Ｋ

Ａ
Ｄ
Ｏ
Ｋ
Ａ
Ｗ
Ａ
、
二
〇
一
五
年

・『
新
編
国
歌
大
観
Ｄ
Ｖ
Ｄ‐

Ｒ
Ｏ
Ｍ
』
角
川
学
芸
出
版
、
二
〇
一

二
年

（
７
）
「
歴
史
的
か
な
づ
か
い
要
覧
」『
岩
波
古
語
辞
典

補
訂
版
』
岩
波

書
店
、
一
九
九
〇
年

（
８
）
『
広
辞
苑

第
七
版
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
八
年

（
９
）
『
東
京
都
の
地
名
』（
日
本
歴
史
地
名
大
系
）
平
凡
社
、
二
〇
〇
二

年

（
１０
）
三
浦
俊
介
「
神
社
神
話
の
遡
源
」『
神
話
文
学
の
展
開
』
思
文
閣

出
版
、
二
〇
一
九
年

（
１１
）
吉
田
金
彦
「
貴
船
」『
京
都
の
地
名
を
歩
く
』
京
都
新
聞
出
版
セ

ン
タ
ー
、
二
〇
〇
三
年

（
１２
）
近
年
、
神
社
に
限
定
さ
れ
る
所
謂
「
鎮
守
の
森
」
だ
け
で
な
く
、

寺
院
周
辺
の
森
も
含
め
て
広
く
「
社
叢
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。

上
田
正
昭
ほ
か
『
鎮
守
の
森
は
甦
る
』
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
一

年
。

（
１３
）
「
言
語
の
恣
意
性
」
と
は
、
身
体
の
名
称
と
か
動
植
物
名
と
か
、

ほ
と
ん
ど
全
て
の
名
詞
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
言
語
に
よ
っ
て
勝
手
に
命

名
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
い
う
。
体
の
一
部
で
あ
る
「
手
」
を
表
す
言

葉
は
必
ず
し
も
「
て
」
で
な
く
て
も
よ
い
と
い
う
言
語
学
上
の
法
則

の
こ
と
で
あ
る
。
例
外
と
し
て
は
、「
カ
ッ
コ
ウ
（
郭
公
）」
と

「cuckoo

」
の
よ
う
に
、
鳴
き
声
に
よ
っ
て
命
名
さ
れ
る
鳥
の
名
前

が
指
摘
で
き
る
。
三
浦
俊
介
「
名
乗
る
鳥
た
ち
」（『（
大
阪
城
南
女

子
短
期
大
学
）
城
南
国
文
』
第
二
四
・
二
五
合
併
号
、
二
〇
〇
五

年
）
を
参
照
の
こ
と
。

（
１４
）
三
浦
俊
介
「
神
々
の
尻
尾
」『
神
話
文
学
の
展
開
』
思
文
閣
出
版
、

二
〇
一
九
年

（
１５
）
綱
本
逸
雄
「
丹
生
・
壬
生
と
水
源
関
連
地
名
」『
京
都
地
名
検
証

五
〇



３
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
〇
年

（
１６
）
池
田
末
則
『
奈
良
の
地
名
由
来
辞
典
』
東
京
堂
出
版
、
二
〇
〇
八

年

（
１７
）
元
号
「
令
和
」
の
出
典
と
し
て
有
名
に
な
っ
た
『
万
葉
集
』
巻
第

五
の
「
梅
花
歌
三
十
二
首
併
せ
て
序
」
の
序
「
時
に
初
春
の
令
月
に

し
て
気
淑
く
風
和
ぐ
」
に
「
気
」
の
字
音
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
当

該
歌
群
は
天
平
二
年
（
七
三
〇
）
の
詠
で
、
八
一
五
〜
八
四
六
番
の

計
三
二
首
で
あ
る
。

（
１８
）
志
賀
剛
『
式
内
社
の
研
究
』
第
一
巻
「
貴
布
祢
神
社
」
項
、
雄
山

閣
出
版
、
一
九
七
七
年

（
１９
）
木
村
圭
一
『
日
本
地
名
新
考
・
他
』
自
刊
、
一
九
八
八
年

【
追
記
１
】
地
名
の
「
生
」
と
万
葉
仮
名
「
布
」
に
つ
い
て

高
山
寺
本
『
倭
名
類
聚
抄
』（
新
天
理
図
書
館
善
本
叢
書
『
類
聚
名
義

抄
』
八
木
書
店
、
二
〇
一
八
年
）
に
お
い
て
、
地
名
「
生
」
に
対
し

「
布
」
字
で
読
み
を
明
確
に
し
て
い
る
事
例
が
多
く
見
出
せ
る
。
例
え
ば
、

伊
勢
郷
ほ
か
の
地
名
「
丹
生
」
の
訓
注
に
「
迩
布
」、
信
濃
郷
「
赤
生
」

に
「
阿
賀
布
」、
播
磨
郷
「
菅
生
」
に
「
須
加
布
」、
筑
後
郷
「
米
生
」
に

「
与
那
布
」
な
ど
が
あ
る
。
平
安
中
期
の
古
辞
書
の
訓
注
か
ら
、
地
名

「
貴
船
」
の
古
い
表
記
「
貴
布
祢
」
の
「
布
」
は
、
基
本
的
に
は
一
字
一

音
表
記
の
万
葉
仮
名
と
し
て
「
フ
」
と
い
う
音
韻
を
表
し
て
お
り
、
自
生

・
生
産
・
産
出
と
関
わ
る
地
名
「
生
」
と
呼
応
す
る
場
合
も
あ
る
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。

【
追
記
２
】
ハ
行
転
呼
音
の
例
外
に
つ
い
て

本
稿
執
筆
後
に
、
仙
波
光
明
「『
芝
生
』
考
│
│
ハ
行
転
呼
音
の
例
外

と
し
て
の
│
│
」『
小
松
英
雄
博
士
退
官
記
念

日
本
語
学
論
集
』（
三
省

堂
、
一
九
九
三
年
）
の
存
在
を
知
っ
た
。
同
論
文
は
、
普
通
名
詞
や
地
名

の
「
│
生
」
の
読
み
の
変
遷
の
考
察
を
通
し
て
、
ハ
行
転
呼
音
の
例
外
と

し
て
の
普
通
名
詞
「
芝
生
（
シ
バ
フ
）」
の
特
殊
性
に
論
及
し
た
も
の
で

あ
る
が
、
残
念
な
が
ら
そ
の
論
旨
を
拙
稿
中
に
活
か
せ
な
か
っ
た
。
是

非
、
参
照
さ
れ
た
い
。

（
み
う
ら
・
し
ゅ
ん
す
け

本
学
非
常
勤
講
師
）

「
貴
船
」
音
義
考

五
一


